
１．概要及び趣旨

【概要】鳥取城跡周辺、袋川周辺のぼんぼり等でライトアップを行うことにより、県内外を問わず訪れた観光客の

　　　　 憩い・癒しの場として提供し、中心市街地の誘客および滞在時間の増加を図る。

【趣旨】市民に憩いの場を提供するとともに、観光客の誘致を図る。

２．実施期間

令和6年3月28日（木）～4月10日（水）（14日間予定）

※桜の開花状況によっては前後します

３．実施場所

（1）鳥取城跡周辺

宝珠橋出入口、お堀端（くる梨バス停付近）、お堀端（擬宝珠橋付近）、県立博物館出入口付近

（2）その他

鳥取市立北中駐車場出入口、鳥取地方法務局駐車場出入口、鳥取県庁北側駐車場出入口

４．業務内容

＜交通警備・雑踏警備＞

宝珠橋出入口、お堀端（くる梨バス停付近）、お堀端（擬宝珠橋付近）、県立博物館出入口付近、

北中駐車場出入口、鳥取地方法務局駐車場出入口、県庁北側駐車場出入口

日付 曜日 配置場所（№） 配置時間 人数（名） 時間（ｈ） 合計時間

① 9：00-21：30 1 12.5

② 9：00-18:30 1 9.5

④ 9：00-17：00 1 8

① 9：00-21：30 1 12.5

② 9：00-18:30 1 9.5

④ 9：00-17：00 1 8

① 9：00-21：30 1 12.5

② 9：00-18：30 1 9.5

③ 9：00-20:00 1 11

④ 9：00-17：00 1 8

⑤ 10：00-18：00 1 8

⑥ 10：00-18：00 1 8

⑦ 10：00-18：00 1 8

① 9：00-21：30 1 12.5

② 9：00-18：30 1 9.5

③ 9：00-20:00 1 11

④ 9：00-17：00 1 8

⑤ 10：00-18：00 1 8

⑥ 10：00-18：00 1 8

⑦ 10：00-18：00 1 8
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警備員①宝珠橋入口

　１．歩行者の安全確保

　２．横断歩道利用者の安全確保

　３．混雑時の車両誘導

　４．期間中の宝珠橋における特別車両の交通誘導（車両通行止めのため）

　　　※特別車両：県立博物館・仁風閣関係車両および障がい者車両

警備員②お堀端（くる梨バス停）

　１．歩行者の安全確保

　２．100円循環バスくる梨バス停他鳥取城跡・お堀端周辺における声掛けによる路上駐車防止

　３．混雑時の車両誘導

　４．カラーコーン配置区域の誘導監視

警備員③お堀端（擬宝珠橋付近）

　１．歩行者の安全確保

　２．横断歩道利用者の安全確保

　３．混雑時の車両誘導

　４．カラーコーン配置区域の誘導監視

警備員④県立博物館出入口付近　※月曜休館

　１．歩行者の安全確保

　２．混雑時の車両誘導

　３．期間中の宝珠橋における特別車両の交通誘導

警備員⑤鳥取市立北中駐車場出入口

　１．北中駐車場出入口誘導監視

　２．混雑時の車両誘導

警備員⑥鳥取県庁北側駐車場入口

　１．県庁北側駐車場出入口誘導監視

　２．混雑時の車両誘導

警備員⑦鳥取地方法務局駐車場出入口

　１．鳥取地方法務局出入口誘導監視

　２．混雑時の車両誘導

全警備員共通

　１．上記記載の他、道路および駐車場利用者の安全確保に関すること

　２．カラーコーンは、前日16：00～当日9：00に設置

　　　また、その撤去（4月10日事業終了後以降）

　　　※別紙警備員配置図指定箇所

　　　※カラーコーン（450）・ウエイト（450）・バー（200）を設置

　３．カラーコーンの強風対策およびカラーコーン転倒時等の速やかな復旧作業

　　　※受託者は警察と連携し、誘導・監視を実施すると共に担当職員の指示に従うこと

　１．警備員①は期間中の金曜日及び土曜日は、ぼんぼり消灯30分前には、

　　　花見客に対しての注意喚起を行う。

　２．鳥取地方法務局駐車場の土・日については18：00以降に閉門すること。なお、

　　　車両が残っている場合は、別の箇所の警備員が閉門する。

　３．期間中の土・日の駐車場は、鳥取県庁の駐車場へ誘導。

  ４．雑踏警備が発生するため、雑踏警備業務2級有資格者を（1）鳥取城跡周辺に1名配置すること。

５．その他

（１）この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとします。

（２）設置する看板はこちらで準備設置します。

（３）宝珠橋～県立博物館は通行規制を実施します。通行止め看板は点灯開始日の前日までに鳥取警察署交通課へ

借りに行ってください。

６．問い合わせ

本件に関する問い合わせは下記までお願いいたします。

観光事業課　西尾、中尾　TEL:0857-26-0756

業務内容

注意事項



凡例

                      カラーコーン

                      通行止め標識

車両通行止め区域

   ①～⑦  警備員配置箇所

  大ぼんぼり・小ぼんぼり設置区間

駐車場誘導看板

車両通行止看板

①

⑥

④

③

②

桜のライトアップ・ぼんぼり点灯事業警備員配置図

⑤

県庁北側駐車場出入口
⑥

北中学校駐車場出入口⑤

⑦

鳥取地方法務局
駐車場出入口⑦
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